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株主各位

証券コード　8007
（発送日）2025年６月５日

（電子提供措置の開始日）2025年６月２日

株　主　各　位
東京都千代田区神田駿河台二丁目２番地

高 島 株 式 会 社
代表取締役社長 高 島 幸 一

第137回定時株主総会招集ご通知

当社ウェブサイト
https://www.tak.co.jp/ja/index.html

株主総会資料掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/8007/teiji/

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第137回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげま
す。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式情報」「株主総会」
を順に選択いただき、ご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができ
ますので、株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。

［インターネット等による議決権行使の場合］
　当社の指定する議決権行使サイト（https://www.web54.net）において、賛否をご入力のう
え、2025年６月23日（月曜日）午後５時までに議決権をご行使ください。
［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2025年６月23日（月曜日）午後５時までに到着する
ようご送付ください。

敬　具
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株主各位

記

１ 日 時 2025年６月24日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）

２ 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目36番１号

住友不動産千代田ファーストウイング１階

ベルサール神保町アネックス

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。会場が前回と異なっておりますので、

お間違えのないようご注意ください。）

３ 目的事項 報告事項 １. 第137期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告の

内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の

連結計算書類監査結果報告の件

２. 第137期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の

内容報告の件

決議事項 第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の

件

４ 招集にあたっての決

定事項

・インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後

に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

・インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使され

た場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使

を有効なものとしてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい

て、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったも

のとしてお取り扱いいたします。

・後述の【議決権行使についてのご案内】もあわせてご参照くださ

い。

● 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサ

イトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
● 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面

は、法令及び当社定款第18条第２項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
① 連結計算書類の「連結注記表」
② 計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を監査等委員会
が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

● 節電の取り組みの一環として、当日は会場の空調を抑制させていただきます。また、当社スタッフは軽装（クールビ
ズ）にて対応させていただく予定ですので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

以　上
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い
申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネット等で議決権

を行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出ください。

次ページの案内に従って、議案

の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対す

る賛否をご表示のうえ、ご返送

ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年６月24日（火曜日）

午前10時(受付開始:午前9時30分)

2025年６月23日（月曜日）

午後５時入力完了分まで

2025年６月23日（月曜日）

午後５時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議
決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表
示があったものとしてお取り扱いいたします。
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総会ポータルのご案内

インターネットによる議決権行使期限　2025年６月23日（月）午後５時まで

『株主総会ポータル®』のご案内

招集通知の確認も議決権行使も簡単に！

POINT 1

スマートフォンで読みやすい

議案情報、企業情報、業績情報を読みやすく。

株主総会資料も閲覧できます。

POINT 2

簡単・便利にアクセスが可能

お手元のスマートフォン等で議決権

行使書用紙に記載のQRコード®を読み

取り簡単にアクセスできます。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

ID・パスワードの入力は不要です。

POINT 3

議決権行使も楽々

ボタン１つで議決権行使画面へ移動。

議案を確認後、そのまま議決権行使が

可能です。
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総会ポータルのご案内

ご注意事項  

●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

●インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネット

による議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによって複数

回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取

扱いいたします。

株主総会ポータルのご利用方法・インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行

証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120-652-031（受付時間　9時～21時）

ぜひQ&Aも

ご確認ください。

　

PC等からもアクセスいただけます

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセ

スしてください。

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net

≪議決権行使方法≫

ログイン後の画面で「議決権行使へ」ボタンをクリックし、以降は画面の案内に従っ

て賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶https://www.web54.net
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事業の経過およびその成果

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

（単位：百万円）

前期 当期 増減額 増減率

売上高 90,120 94,503 4,382 4.9%

営業利益 1,748 2,129 381 21.8%

経常利益 2,004 2,024 20 1.0%

親会社株主に帰属する

当期純利益

4,832 1,566 △3,265 △67.6%

EBITDA 3,091 3,744 653 21.2%

ROE 22.4% 6.6% △15.8pt －

ROIC 4.2% 4.4% 0.2pt －

株主資本コスト 5.7% 5.0% △0.7pt －

WACC 4.5% 3.5% △1.0pt －

 事　 業　 報　 告 

Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過及びその成果

　　当社グループは、2026年3月期を最終年度とする中期経営計画「サステナＶ（バリュ

ー）」において親会社株主に帰属する当期純利益1,900百万円、ROE8.0％以上、ROIC6.0％以上

の達成を目標として掲げております。

　当連結会計年度における当社グループの売上高は94,503百万円（前連結会計年度比4.9％

増）、営業利益は2,129百万円（同21.8％増）となりました。各セグメントの経営成績につい

ては後述のとおりであります。

　経常利益につきましては、在外子会社における現地通貨安の影響による為替差損が増加した

ことなどによって横ばいとなり、2,024百万円（同1.0％増）となりました。また、親会社株主

に帰属する当期純利益につきましては、前期に発生した賃貸ホテル等の売却益の影響で減少

し、1,566百万円（同67.6％減）となりました。

　EBITDAは3,744百万円（同21.2％増）となりました。

　ROEは6.6％となり資本コストを上回り、ROICは4.4％となりWACCを上回りました。ROEにつき

ましては、前期に発生した賃貸ホテル等の売却益の影響で15.8pt減少、ROICにつきましては、

投下資本は増加しましたが、営業利益の増加に伴い0.2pt上昇、WACCにつきましては、株主資

本コスト及び有利子負債コストの減少により1.0pt減少しております。

（注）1. 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。
2. 増減率は小数点第２位を四捨五入して表示しております。
3. EBITDA：営業利益＋減価償却費＋のれん償却費
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事業の経過およびその成果

親会社株主に帰属する当期純利益の推移

2021年
３月期

1,395

1,000

2022年
３月期

1,547

1,296

サステナＶ
目標

2026年
３月期

（目標）

2023年
３月期

1,764

1,585

1,900

2,600

2024年
３月期

1,748

4,832

2025年
３月期
（当期）

1,566

2,129

5.9％
7.2％

8.3％ 8.0％

5.1％ 5.2％ 5.0％

22.4％

4.2％

6.0％

6.6％

4.4％

（単位：百万円） 親会社株主に帰属する当期純利益 ROE ROIC営業利益
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事業の経過およびその成果

＜セグメント売上高＞ （単位：百万円）

セグメント
前期 当期

増減額 増減率
売上高 構成比 売上高 構成比

建材 58,180 64.4％ 61,017 64.5％ 2,837 4.9％

産業資材 17,188 19.0％ 17,998 19.0％ 810 4.7％

電子・デバイス 14,795 16.4％ 15,514 16.4％ 719 4.9％

賃貸不動産 143 0.2％ － － △143 △100.0％

合計 90,307 100.0％ 94,531 100.0％ 4,223 4.7％

調整額 △187 － △28 － 158 －

連結計算書類計上額 90,120 － 94,503 － 4,382 4.9％

（注）調整額はセグメント間取引の消去であります。

＜セグメント利益＞ （単位：百万円）

セグメント
前期 当期

増減額 増減率
営業利益 構成比 営業利益 構成比

建材 1,965 62.0％ 1,671 48.4％ △293 △15.0％

産業資材 707 22.4％ 1,054 30.5％ 346 49.0％

電子・デバイス 411 13.0％ 727 21.1％ 316 77.0％

賃貸不動産 82 2.6％ － － △82 △100.0％

合計 3,166 100.0％ 3,453 100.0％ 286 9.1％

調整額 △1,418 － △1,324 － 94 －

連結計算書類計上額 1,748 － 2,129 － 381 21.8％

（注）調整額はセグメント間取引の消去及び各報告セグメントに配分していない全社経費

であります。

　セグメント間取引の消去前のセグメント別の業績は次のとおりであります。

　なお、2024年３月期にアセットアロケーションの見直しを実施しており、産業資材セグメ

ントの事業再編、主要な固定資産の売却に伴い、従来賃貸不動産セグメントに区分していた

一部物件を「建材」、「産業資材」に変更しております。また、各セグメントにおける利益

の状況及び各部門が直接的に担う利益水準をより明確にするため、従来セグメントごとに配

賦していた全社費用を配賦する前のセグメント利益を開示しており、当該全社費用は調整額

に含めて開示しております。

　前連結会計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成したものを記載しており

ます。
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事業の経過およびその成果

①建材セグメント

　建材セグメント全体の売上高は61,017百万円（同4.9％増）、セグメント利益は1,671百万円

（同15.0％減）となりました。

　建設資材分野は、案件獲得が堅調に推移したこと、及び2023年６月に連結子会社化した岩水

開発株式会社について前期は８か月分の寄与であったものが当期については12か月分の寄与と

なったことにより増収となりました。また、再生可能エネルギー分野、断熱資材分野、住宅資

材分野の各分野においても機能強化策が奏功し増収となりましたが、セグメント利益について

は、建設資材分野において一部物件の収益性が下振れたこと、及び間接経費の負担が増加した

ことにより減益となりました。

②産業資材セグメント

　産業資材セグメント全体の売上高は17,998百万円（同4.7％増）、セグメント利益は1,054百

万円（同49.0％増）となりました。

　樹脂関連資材分野は、自動車関連や電子機器・精密機器関連の部材・物流資材を中心に受注

が拡大したことにより増収となりました。繊維関連資材分野は、アパレル製品やランドセル資

材の消費者向け繊維が縮小しましたが、運搬車両用資材を中心とする重布関連や、防衛省向け

装備品等の産業用繊維の受注が大きく拡大したことにより増収となりました。セグメント利益

については、樹脂資材・繊維資材の両分野で増収したことに加えて、連結子会社の工場稼働率

が向上したことにより増益となりました。

③電子・デバイスセグメント

　電子・デバイスセグメント全体の売上高は15,514百万円（同4.9％増）、セグメント利益は

727百万円（同77.0％増）となりました。

　日本国内の民生電子機器市場及び白物家電市場は依然低調に推移しております。デバイス分

野は、電子部品の供給不足の反動で主要顧客に積みあがっていた部品在庫の出荷が進んだこと

により、受注数が増加し、増収増益となりました。一方で、アセンブリ分野も、白物家電関連

は低調に推移しましたが、デジタルカメラ関連が前年より受注が拡大し、増収増益となりまし

た。

④賃貸不動産セグメント

　前連結会計年度において賃貸ホテルの売却を行っているため、当連結会計年度においては売

上高、セグメント利益ともに発生しておりません。
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事業の経過およびその成果

売上高、営業利益のセグメント別構成比は次のとおりです。

（単位：百万円）

建材

61,017

64.5％

産業資材

17,998

19.0％

電子・デバイス

15,514

16.4％

建材

58,180

64.4％

賃貸不動産

143

0.2％

産業資材

17,188

19.0％

電子・デバイス

14,795

16.4％

＜売上高＞
前期 当期

合計
94,531

合計
90,307

建材

1,671

48.4％

産業資材

1,054

30.5％

電子・デバイス

727

21.1％

建材

1,965

62.0％

産業資材

707

22.4％

電子・デバイス

411

13.0％

賃貸不動産

82

2.6％

＜営業利益＞
前期 当期

合計
3,453

合計
3,166

－ 10 －
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資金調達の状況、設備投資の状況、重要な企業再編等の状況、対処すべき課題

2. 資金調達の状況

　当連結会計年度中、特記すべき事項はございません。

3. 設備投資等の状況

　当連結会計年度中、特記すべき事項はございません。

4. 重要な企業再編等の状況

　（１）当社は、2025年２月３日付で、太陽光発電システムの販売・施工を手掛ける株式会

社サンワシステムを傘下に持つ株式会社サンワホールディングスの全株式を取得し、連結子

会社といたしました。高い販売力と施工力を持つサンワホールディングスグループを連結子

会社化することで、当社の再生可能エネルギー分野との連携による相乗効果が期待され、さ

らなる持続的成長を見込んでおります。

　（２）当社は、「電力のインターネット化」を可能とするデジタルグリッド技術による再

生可能エネルギーの高度な普及を目指すDGキャピタルグループと、2023年4月に資本提携を

行い、包括的に協業しデジタルグリッド技術の普及を図っております。また、2024年8月に

は、デジタルグリッド技術の普及をさらに加速するため、当社とDGキャピタルグループ傘下

の事業会社でデジタルグリッドルーターの開発・製造を行うDGパワーシステムとの間で、デ

ジタルグリッド関連機器の製造および供給を行う合弁会社、株式会社DG Takashimaを設立い

たしました。

5. 対処すべき課題

　当社グループでは、2023年４月より中期経営計画「サステナＶ（バリュー）」（2023年４月

より2026年３月までの３ヵ年計画）を遂行しております。

　「サステナＶ（バリュー）」では、「カーボンニュートラル社会の実現」に向けて変化す

る、市場の成長機会を捉えた戦略組み立てによる価値創造を通じ、サステナ社会への適応と

持続的成長を同時実現することを目指します。

　市場成長機会と捉えている、サステナブルな社会の実現に貢献する「省エネ化」・「省力

化」のニーズに対して、ターゲット市場で必要な機能・ソリューションを提供する機能商社

として価値を創造、提供してまいります。価値創造を繰り返すことにより、機能商社として

一大飛躍することを目指し、持続的な成長を図ってまいります。

－ 11 －
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資金調達の状況、設備投資の状況、重要な企業再編等の状況、対処すべき課題

2026年３月期

親会社株主に帰属する当期純利益 19億円

ＲＯＥ ８％以上

ＲＯＩＣ ６％以上

総還元性向 100％

【中期経営計画　目標とする経営指標】

　事業ポートフォリオとして、縦軸に売上高成長率・ポテンシャルを置き、横軸に収益性・

営業利益を置き、成長性と収益性の向上の両面を見据え、右上の基盤拡大注力事業と左上の

将来投資事業を戦略領域と設定いたしました。投資枠としては「新市場区分の上場維持基準

の適合に向けた計画書」にて2022年３月期から2026年３月期の投資枠として設定した70億円

を100億円超へと拡大したものを、さらに150億円へと拡大いたしました。事業ポートフォリ

オの戦略領域に経営資源を投入してまいります。

　戦略領域では、これまで培ってきた様々な機能をもとに、将来的に大きな成長が見込める

「省エネ化ニーズ」とターゲット市場において成長が顕在化している「省力化ニーズ」に焦

点をあてております。具体的には、太陽光パネル、蓄電システム、V2H・急速充電器などの

「再生可能エネルギー関連事業の拡大」、断熱材、省エネデバイスのモジュール化やアセン

ブリなどの機能を発揮し「省エネルギー関連事業の拡大」、精密機器向け物流資材などの

「環境対応」、耐火・断熱・耐震等の機能建材、省力工法などの「省力化貢献関連事業の拡

大」などを推進してまいります。

－ 12 －



2025/05/27 10:43:10 / 24179374_高島株式会社_招集通知_電子提供措置用

資金調達の状況、設備投資の状況、重要な企業再編等の状況、対処すべき課題

　2025年３月期は中期経営計画「サステナＶ（バリュー）」の２年目でありました。

　戦略領域を中心とした既存事業の拡大成長とともに、株式会社サンワホールディングスの

M&Aを実行し、売上成長とともに利益成長を図ってまいりました。

　将来投資事業領域においては、2024年８月に、デジタルグリッド技術の普及をさらに加速

するため、当社とDGキャピタルグループ傘下の事業会社でデジタルグリッドルーターの開

発・製造を行うDGパワーシステムとの間で、デジタルグリッド関連機器の製造及び供給を行

う合弁会社である株式会社DGTakashimaを設立しております。

　また、2025年３月31日には、電気自動車の企画、開発、製造及び販売を行うスタートアッ

プ企業であるASF株式会社への出資も実施しております。

　一方で、資本生産性向上のために、投資の実行とともに、政策保有株式売却を実行してお

ります。加えて、ROE８％以上の達成に向けて資本効率性のさらなる向上が必要であるとい

う認識のもと、還元方針の見直しを行っております。

　引き続き、資本生産性の向上を図るとともに、戦略領域を中心に既存事業の拡大とM&Aの

実行による拡大を進めてまいります。

－ 13 －
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資金調達の状況、設備投資の状況、重要な企業再編等の状況、対処すべき課題

　さらに、持続的な成長を目指し、各本部では組織統合・再編を進めております。

　建材事業本部は、これまで地域別に統括していた組織を、対象市場へより直接的に対応す

るため、市場に応じた分野別の統括組織へと変更いたしました。具体的には、従来の東日本

統括部、中日本統括部、西日本統括部、エネルギーソリューション事業推進統括部、建設ソ

リューション事業推進統括部を、建設事業統括部、基礎事業統括部、住建事業統括部、エネ

ルギー事業統括部へと再編しております。

　また、組織力の強化と業務効率化を図るため、経営管理本部に属していた建材事業に関わ

る管理機能を、新たに設置した事業管理統括部へ移管いたしました。

　なお、経営管理本部は、グループ全体の統合をより強固にすることを目的に、経営統合本

部へと名称を変更いたしました。

　産業資材事業本部では、まず、2025年4月1日付で、高島インダストリーズ株式会社を吸収

合併存続会社、シーエルエス株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施いたしまし

た。この吸収合併は、産業資材事業本部内の商社機能を一体化し、繊維事業において注力す

べき市場への営業拡大や間接機能の統合などを実行することを目的としております。

　加えて、同日付で、高島インダストリーズ株式会社を完全親会社とし、タクセル株式会

社、ハイランド株式会社、及び株式会社信防エディックスを完全子会社とする株式交換も実

施いたしました。この株式交換は、高島インダストリーズ株式会社が産業資材事業本部にお

ける親会社となることで、事業運営における意思決定の迅速化や、人材投資を行いやすい制

度・環境の整備をより一層推進し、事業環境に適した運営体制を構築することで、事業本部

の一体経営を推進し、発展を図ることを目的としております。

　電子・デバイス事業本部では、グループ会社であり中核企業であるiTak (International) 

Limitedにおいて、機能強化と役割の明確化を目的に、営業本部を電子デバイス事業本部と

電子機器事業本部に組織変更いたしました。

　また、機能強化のため技術本部を開発本部に名称変更し、従来iTak (International) 

Limited 社長直轄組織であった品質管理推進室を品質管理部と改称し、開発本部の下に配置

するとともに、技術部を新設いたしました。

株主の皆様には、今後とも格別のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

－ 14 －



2025/05/27 10:43:10 / 24179374_高島株式会社_招集通知_電子提供措置用

財産および損益の状況の推移

期　別

区　分

第134期
（2021年度）

第135期
（2022年度）

第136期
（2023年度）

第137期
（2024年度）

（当連結会計年度）

売 上 高 74,054 79,683 90,120 94,503

営 業 利 益 1,547 1,764 1,748 2,129

経 常 利 益 1,840 1,939 2,004 2,024

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,296 1,585 4,832 1,566

１ 株 当 た り
当期純利益（単位：円）

72.04 88.73 272.98 91.41

総 資 産 45,176 53,060 60,409 60,044

純 資 産 18,477 19,539 23,578 23,924

6. 財産及び損益の状況の推移
(単位：百万円)

（注）1. 金額は、１株当たり当期純利益を除き、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. １株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均発行済株式総数により算出しております。
3. 2023年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っており、第134期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。

－ 15 －
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重要な子会社の状況、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

シ ー エ ル エ ス 株 式 会 社
百万円 ％ 人工皮革・合成皮革等の各種資

材、製品の販売50 100

ハ イ ラ ン ド 株 式 会 社 70 100
縫製加工製品の開発・製造・販
売、膜構造の設計・加工及び産
業・医療用物流資材の販売

アイタックインターナショナル
ジ ャ パ ン 株 式 会 社

340 100
電子部品、電子機器他の販売、生
産技術・品質管理支援

新エネルギー流通システム
株 式 会 社

11 100
電気工事の設計・施工、オール電
化製品や太陽光発電システムの電
気工事、太陽光発電システム販売

岩 水 開 発 株 式 会 社 110 100
建築基礎工事、土木工事、地盤調
査、設計、フランチャイズ事業

高島インダストリーズ株式会社 350 100
産業用繊維、樹脂材料や成形品、
鉄道用車輌部品、環境関連製品等
の設計・加工・販売

iTak（International）Limited
千香港ドル

100
電子部品、電子機器の販売、生産
技術・品質管理支援100,000

i T a k  I n t e r n a t i o n a l 
( T h a i l a n d )  L i m i t e d

千タイバーツ
100

電子部品、電子機器の製造及び販
売130,000

i T a k  I n t e r n a t i o n a l 
( S h a n g h a i )  L i m i t e d

千人民元
100 電子部品、電子機器他の販売

1,655

7. 重要な子会社の状況

（注）1．2024年４月30日付で、当社連結子会社の高島ロボットマーケティング株式会社の当社保有の全株式を売

却しております。

2．2025年２月１日付で、当社の連結子会社である株式会社レストを存続会社、当社の連結子会社であった

株式会社ファミールを消滅会社とする吸収合併を実施しております。

3．2025年２月３日付で、株式会社サンワホールディングスの全株式を取得したため連結子会社としまし

た。また、株式会社サンワホールディングス傘下の子会社を含め、サンワグループは全15社より構成さ

れております。

セ グ メ ン ト 別 主 要 製 品 又 は サ ー ビ ス

建 材

太陽光発電システム、断熱資材・断熱工法、外壁・間仕切材、外装仕上げ材、
屋根材、内装材・内装工事、仮設機材、建築用基礎材、土木資材・土木工事、
防災関連商材、設備機器、環境対応関連商品、テント倉庫、省エネ照明、その
他建材

産 業 資 材
合成樹脂、発泡合成樹脂、不織布、加工製品、環境配慮素材、自動車関連部
材、新幹線・在来線などの車輌用部材、合成繊維、繊維製品、人工皮革製品、
アパレル製品、医療用物流資材、その他工業資材

電 子 ・ デ バ イ ス 電子部品、電子機器

8. 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

－ 16 －
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主要な営業所

会 社 名 事 業 所 名 所 在 地

高 島 株 式 会 社 本 社 東 京 都 千 代 田 区

大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市

名 古 屋 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市

北 海 道 営 業 所 北 海 道 札 幌 市

東 北 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市

中 国 営 業 所 広 島 県 広 島 市

九 州 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市

四 国 営 業 所 香 川 県 高 松 市

シ ー エ ル エ ス 株 式 会 社 本 社 大 阪 府 大 阪 市

東 京 営 業 所 東 京 都 千 代 田 区

ハ イ ラ ン ド 株 式 会 社 本 社 東 京 都 千 代 田 区

工 場 栃 木 県 那 須 塩 原 市

アイタックインターナショナル
ジ ャ パ ン 株 式 会 社

本 社 東 京 都 新 宿 区

大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市

新エネルギー流通システム
株 式 会 社

本 社 福 岡 県 大 野 城 市

埼 玉 支 店 埼 玉 県 さ い た ま 市

盛 岡 支 店 岩 手 県 盛 岡 市

京 都 支 店 京 都 府 京 都 市

仙 台 支 店 宮 城 県 仙 台 市

岩 水 開 発 株 式 会 社 本 社 岡 山 県 岡 山 市

高島インダストリーズ株式会社 本 社 東 京 都 千 代 田 区

大 阪 営 業 所 大 阪 府 大 阪 市

名 古 屋 営 業 所 愛 知 県 名 古 屋 市

九 州 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市

iTak（International）Limited 本 社 中 華 人 民 共 和 国 香 港

i T a k  I n t e r n a t i o n a l
( T h a i l a n d )  L i m i t e d

本 社 タ イ 王 国 バ ン コ ク

工 場 タ イ 王 国 チ ョ ン ブ リ

i T a k  I n t e r n a t i o n a l
( S h a n g h a i )  L i m i t e d

本 社 中 華 人 民 共 和 国 上 海

9. 主要な営業所（2025年３月31日現在）

－ 17 －
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従業員の状況、主要な借入先、会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

事　業　名 従　業　員　数 前期末比増減

名 名

建 材 545(97) 91

産 業 資 材 206(121) 1

電 子 ・ デ バ イ ス 378(184) △47

全 　 社 　 （ 共 　 通 ） 87(25) 10

合 計 1,216(427) 54

10. 従業員の状況（2025年３月31日現在）

（注）1. 従業員数は、就業人数であります。
2. 臨時雇用者数は、年間の平均人数を（　）外数で記載しております。なお、臨時雇用者数は、パートタ

イマー、嘱託社員、人材会社からの派遣社員を含んでおります。
3. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているも

のであります。

借　　入　　先 期末借入金残高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 6,000

株 式 会 社 中 国 銀 行 1,063

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,000

株 式 会 社 伊 予 銀 行 619

福 江 信 用 組 合 566

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 543

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 336

11. 主要な借入先（2025年３月31日現在）
(単位：百万円)

（注）期末借入金残高は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

1. 発行可能株式総数 56,000,000株

2. 発行済株式の総数 17,062,647株（自己株式200,245株を除く）

（注）2024年７月に実施した自己株式の消却により発行済株式の総数（自己株式を含む）は前期末に比べ

500,000株減少しております。

3. 株主数 17,133名

Ⅱ. 会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）

－ 18 －
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株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

高 島 取 引 先 持 株 会 2,271 13.31

平 和 株 式 会 社 760 4.45

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 412 2.41

株 式 会 社 ク ラ レ 402 2.35

旭 化 成 建 材 株 式 会 社 326 1.91

高 島 従 業 員 持 株 会 289 1.69

高 島 　 幸 一 264 1.54

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口　再信託受
託 者 　 株 式 会 社 カ ス ト デ ィ 銀 行

213 1.25

THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF 
R E P U R C H A S E  A G R E E M E N T  M O T H E R  F U N D

150 0.87

セ イ シ ョ ク 株 式 会 社 133 0.78

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数
取締役
（監査等委員及び社外取締役を除く）

19,556株 ４名

社外取締役
（監査等委員を除く）

－ －

監査等委員である取締役 3,255株 ５名

4. 大株主（上位10名）

（注）1. 千株未満の端数は切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、自己株式控除後の発行済株式の総数により算出しており、小数点第３位を切り捨てて表示

しております。
3. 当社は、自己株式を200,245株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。

5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

　当社は取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く）に対して、役位に応じて譲

渡制限付株式を交付する株式報酬制度を採用しており、当事業年度中に交付した株式数は次

のとおりであります。

Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項
1. 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況

　該当事項はありません。

2. 当事業年度中に当社従業員等に交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

3. その他新株予約権等に関する重要な事項等

　該当事項はありません。
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氏　　名 地位及び担当 重要な兼職の状況

高 島 幸 一
代表取締役社長
社長執行役員

後 藤 俊 夫
取締役

専務執行役員
電子・デバイス事業本部長

iTak（International）Limited　代表取締役社長
高島インダストリーズ株式会社　取締役

山 本 　 明
取締役

専務執行役員
建材事業本部長

東建エンジニアリング株式会社　監査役

宇 治 田 明 史
取締役
（監査等委員・常勤）

桃 崎 有 治
取締役
（監査等委員）

桃崎有治公認会計士事務所代表
株式会社プロジェクトホールディングス社外取締役
（監査等委員）

篠 　 　 連
取締役
（監査等委員）

シナネンホールディングス株式会社　社外取締役
（監査等委員）

青 木 　 寧
取締役
（監査等委員）

坂 本 修 一
取締役
（監査等委員）

三菱ケミカルグループ株式会社　社外取締役
日華化学株式会社　社外取締役

Ⅳ. 会社役員に関する事項
1. 取締役の氏名等（2025年３月31日現在）

（注）1．取締役（監査等委員）宇治田明史氏、取締役（監査等委員）桃崎有治氏、取締役（監査等委員）篠連

氏、取締役（監査等委員）青木寧氏及び取締役（監査等委員）坂本修一氏は社外取締役であります。

2．取締役（監査等委員）宇治田明史氏、取締役（監査等委員）桃崎有治氏、取締役（監査等委員）篠連氏

及び取締役（監査等委員）青木寧氏と当社との間には取引関係が一切なく、一般株主と利益相反が生じ

るおそれがないため、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3．取締役（監査等委員）桃崎有治氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有するものであります。

4．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能

を強化するために、宇治田明史氏を常勤の監査等委員として選定しております。

5．当事業年度中の役員の異動は、次のとおりであります。

　・2024年６月25日開催の第136回定時株主総会において、新たに坂本修一氏は取締役（監査等委員）に
選任され就任いたしました。

　・2024年９月19日付で、取締役常務執行役員鈴木隆博氏は辞任により退任いたしました。なお、退任時
における地位及び担当は、経営管理本部長でありました。

6．当社は社外取締役全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責
任限度額であります。

7．当社は、保険会社との間で取締役、子会社役員及び執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契

約を締結しております。保険料は全額当社が負担しております。被保険者がその職務の執行に関し責任

を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険によ

り填補することとしており、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、当該保険契約により填補され

ません。
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2. 取締役の報酬等

（1）役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除

くものとし、以下(1)内において同じ。以下「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に

関する決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議に関

する内容について、報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

取締役報酬制度の透明性を担保し、当社グループの企業価値向上に資する人材を登用でき

るに足りる報酬制度を前提に、個々の取締役報酬については、他社水準、従業員給与等との

バランスを考慮し、部分的に短期業績及び個人貢献度を評価することで、役位に応じた適切

な報酬水準となることに重点を置いております。

また、連結グループ業績の向上を意識した経営となるよう利益連動金銭報酬制度を導入

し、あわせて中長期において持続的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるととも

に、株主との価値共有を明確化させるため譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

各報酬の割合に関しては、中長期的な経営成績を重視し固定報酬の比率を高めに設計し、

概ね固定報酬55％：変動報酬30％：株式報酬15％を目安としております。

ａ．基本報酬に関する方針

固定報酬と業績報酬で構成されております。固定報酬は、役位別に定めた額を、業績

報酬は、役位別に定めた基準業績報酬に前事業年度の「親会社株主に帰属する当期純利

益」に応じた業績報酬係数と個人別貢献度係数を乗じて算出した額を年額とし、これを

12分割した額を毎月支給しております。個人別貢献度係数については、報酬委員会の審

議により決定しております。

ｂ．利益連動金銭報酬に関する方針

利益連動金銭報酬は、利益連動金銭報酬を計上した後の「親会社株主に帰属する当期

純利益」が10億円以上の場合に支給するものとしております。支給額に関しては、ま

ず、「親会社株主に帰属する当期純利益」に応じて定められた支給率を乗じることで代

表取締役社長への個別支給額（以下「基準額」という。）を算出し、次に、基準額に対

してあらかじめ定められた役位別係数を乗じて、代表取締役以外の各対象取締役への支

給額を算出いたします。なお、支給時期は、株主総会の日以後１か月以内に支給するこ

ととしております。ただし、支給総額は100百万円を限度としております。

c．株式報酬に関する方針

取締役選任時（重任含む）に譲渡制限付株式を、役位別に定めた額に相当する株式を

付与しております。なお、譲渡制限は取締役退任時に解除されます。
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区　　分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取　締　役

（うち社外取締役）

205

(－)

85

(－)

99

(－)

20

(－)

4

(－)

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

48

(48)

45

(45) (－)

3

(3)

5

(5)

合　　　計

（うち社外役員）

254

(48)

130

(45)

99

(－)

23

(3)

9

(5)

なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の

決議方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会か

らの答申が尊重されていることを確認していることから、当該決定方針に沿うものであると

して判断しております。

（2）当事業年度に係る報酬等の総額

（注）1. 業績連動報酬等にかかる業績指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、その実績は1,566百万円で
あります。当該指標を選択した理由及び算定方法等は「（１）役員報酬等の内容の決定に関する方針等」
のとおりであります。

2. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「（１）役員報酬等の内容の決定に関す
る方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「Ⅱ．5.　当事業年度中に職務
執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

3．取締役の報酬等の額には、2024年9月19日付で辞任により退任した取締役１名の在任中の報酬等の額が含
まれております。

（3）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等についての株主総会決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2018年６月27日開催の第130回

定時株主総会において、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれないものとして年額320

百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除

く。）の員数は、７名です。このほか、2020年６月25日開催の第132回定時株主総会において、

利益連動金銭報酬制度の改定の決議をいただいておりますが、報酬限度額は変更しておりませ

ん。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は、６名です。

また、譲渡制限付株式報酬制度については、2024年６月25日開催の第136回定時株主総会に

おいて、支給対象を、社外取締役を含む取締役（監査等委員である取締役を除く。）とするこ

と、また年額320百万円の報酬限度額とは別枠で年額60百万円以内（うち社外取締役分は10百

万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、発行又は処分する普通

株式の総数は年96,000株以内（うち社外取締役分は年16,000株以内）として支給することを決

議しております。譲渡制限付株式報酬制度の決議の対象となる、当該株主総会終結時点の取締

役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、４名です。
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取締役（監査等委員）

宇治田明史 桃崎　有治 篠　連 青木　寧 坂本修一

(1) 重要な兼職先と当社との関係 － （別記１） （別記２） － （別記３）

(2) 主要取引先等特定関係事業者との関係 － － － － －

(3) 当事業年度における主な活動状況 （別記４） （別記４） （別記４） （別記４） （別記４）

(4) 当社の子会社から当該事業年度において役員
報酬等を受けているときの当該報酬等の総額

－ － － － －

(5) 上記事項の内容に対して当該社外役員の意見
があるときの当該意見の内容

－ － － － －

（4）監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年６月25日開催の第136回定時株主総会にお

いて、年額80百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等

委員）の員数は、５名です。

また、2024年６月25日開催の第136回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導

入の決議をいただいております。譲渡制限付株式報酬制度については、年額80百万円の報酬

限度額とは別枠で、年額10百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数は年16,000株以内

として支給することを決議しております。譲渡制限付株式報酬制度の決議の対象となる、当

該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は５名です。

3. 社外役員に関する事項

（別記１）桃崎取締役は、桃崎有治公認会計士事務所代表及び株式会社プロジェクトホールディングス社外取

締役（監査等委員）であり、各兼職先と当社との間には取引その他特別な関係は一切ありません。

（別記２）篠取締役は、シナネンホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）であり、兼職先と当社

との間には取引その他特別な関係は一切ありません。

（別記３）坂本取締役は、三菱ケミカルグループ株式会社社外取締役及び日華化学株式会社社外取締役であ

り、兼職先と当社との間には取引その他特別な関係は一切ありません。

（別記４）当事業年度中の取締役会及び監査等委員会での活動状況並びに発言状況
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区分 氏名 活動状況並びに発言状況
期待される役割に関し行った

職務の概要

取締役
（監査等委員
        ･常勤）

宇治田明史

当事業年度に開催した取締役会14
回のうち14回、監査等委員会14回
のうち14回出席しており、これま
での他社での幅広い経験から、必
要に応じ指摘を行うとともに、意
見を述べております。

企業経営、財務、リスク管理等に関する
経験に基づいた発言を適宜行っておりま
す。取締役会では、企業価値に影響を及
ぼす経営計画の策定や買収案件などの重
要な事案について積極的、建設的に発言
や提言を行いました。
また、グループ全体のリスク状況を把握
したうえで監査活動を行うとともに、監
査等委員会の委員長として実効性の高い
委員会運営を行い、当社のガバナンス向
上に貢献いたしました。
指名委員会、報酬委員会においても委員
長として公正な委員会運営を行い、役員
人事や役員の評価とそれに基づく報酬決
定等についての議論を主導いたしまし
た。

取締役
（監査等委員）

桃 崎 有 治

当事業年度に開催した取締役会14
回のうち14回、監査等委員会14回
のうち14回出席しており、主に公
認会計士としての専門的な見地か
ら、必要に応じ指摘を行うととも
に、意見を述べております。

取締役会では、長年にわたり公認会計士

として会計監査、経営コンサルティング

に携わり、また他の会社の社外取締役や

社外監査役・監査等委員を複数社経験し

ていることから、コーポレートガバナン

スや経営監査、リスクマネジメントに関

する豊富な経験と高度な専門知識を活か

し、当社グループにおける財務・会計、

情報開示の在り方、内部統制システム、

事業ポートフォリオマネジメント、企業

価値向上策等に関する発言を行い、適切

な経営の監督に反映させることにより、

取締役会の実効性の向上に貢献しまし

た。

指名・報酬委員会では、コーポレートガ

バナンスの土台となる経営陣幹部・取締

役の「指名」「報酬」の議論に参加する

ことで、経営陣幹部・取締役の規律付け

に貢献しました。

監査等委員会では、内部統制システムの

整備・運用状況をモニタリングするとと

もに、内部監査部門と会計監査人との単

なる連携を超えた監査機能の実効性のあ

る運用を行い、中長期経営計画の進捗状

況等について適宜発言を行い、監査等委

員会の実効性の向上に貢献しました。
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区分 氏名 活動状況並びに発言状況
期待される役割に関し行った

職務の概要

取締役
（監査等委員）

篠 　 　 連

当事業年度に開催した取締役会14
回のうち14回、監査等委員会14回
のうち14回出席しており、主に弁
護士としての専門的な見地から、
必要に応じ指摘を行うとともに、
意見を述べております。

弁護士としての長年にわたる訴訟関係、
リスクマネジメント等に関する専門的知
識・経験に基づく意見等を述べ、さら
に、他社での社外取締役の経験を活か
し、コーポレートガバナンスに関する対
応、リスクコンプライアンスに対する対
応、重要討議事項等経営全般に関する事
項に積極的に意見を述べることによりそ
の職務を果たしております。

取締役
（監査等委員）

青 木 　 寧

当事業年度に開催した取締役会14
回のうち14回、監査等委員会14回
のうち14回出席しており、これま
での他社での幅広い経験から、必
要に応じ指摘を行うとともに、意
見を述べております。

大手消費財化学メーカーでの要職と社外
団体での活動等の豊富な経験と見識に基
づく意見等を述べ、当社経営に関して中
立的・客観的監督と有益な指導を行うと
の期待される役割に対し、取締役会にお
ける重要討議事項等経営全般に関する事
項、事業改革やサステナビリティ経営、
人的資本経営の推進に関する事項、監査
等委員会における重要な監査事項、並び
に指名・報酬委員会における人財育成・
報酬制度の課題に関し、積極的に意見を
述べることによりその職務を果たしてお
ります。

取締役
（監査等委員）

坂 本 修 一

2024年６月25日就任以降開催した
取締役会10回のうち９回、監査等
委員会10回のうち９回出席してお
り、これまでの他社での幅広い経
験から、必要に応じ指摘を行うと
ともに、意見を述べております。

石油化学、及びヘルスケア領域での事業
経験、また経営企画・経理財務・IT部門
等での業務経験と経営的立場での豊富な
経験からの知見により、会社経営に関し
て中立的・客観的監督と有益な指導を行
うとの期待される役割に対し、取締役会
における重要討議事項等経営全般に関す
る事項等に関し、積極的に意見を述べる
ことによりその職務を果たしておりま
す。
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氏名 地位 担当

山 田 健 一 上席執行役員 経営統合本部長

西 田 　 努 上席執行役員
産業資材事業本部長 兼 高島インダストリーズ株式会社 
代表取締役社長

佐 脇 雅 也 上席執行役員
電子・デバイス事業本部 副本部長 兼
iTak（International）Limited 取締役

德 本 貴 久 執行役員
経営統合本部 企画統括部長 兼
企画ユニットマネージャー

押 川 正 裕 執行役員 岩水開発株式会社 代表取締役社長

田 中 　 仰 執行役員 建材事業本部 エネルギー事業統括部長

小 林 　 学 執行役員
高島インダストリーズ株式会社 取締役 兼
タクセル株式会社 代表取締役社長

福 岡 英 明 執行役員 経営統合本部 財務・法務統括部長

L e u n g  P i k  M a n 執行役員 iTak (International)Limited　取締役COO

高 橋 真 美 執行役員
高島インダストリーズ株式会社 取締役 兼
ハイランド株式会社 代表取締役社長

4. 執行役員に関する事項（2025年４月１日現在）

　当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員の構成は次のとおりで

す。
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51百万円

51百万円

Ⅴ. 会計監査人の状況
1. 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当社の会計監査人としての報酬等の額

当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額

はこれらの合計額で記載しております。

(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ちiTak （International ）Limited お よ びiTak 

International（Thailand）Ltd.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人

による監査を受けております。

3. 会計監査人の報酬等に対する監査等委員会の同意の理由

　監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する

実務指針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた監査項目別監査時間や人員配置などの内

容及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時

間及び報酬額の見積もりの妥当性などを検討した結果、会社法第399条第１項及び第３項の

同意を行っております。

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当し、必要と

認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会

計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められ

る場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

5. 責任限定契約の内容の概要

　当社は、会計監査人の独立性を尊重するため、現行定款において、会計監査人との間で、

当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。こ

れに基づき、当社と有限責任 あずさ監査法人との間で、当該責任限定契約を締結しており

ます。

　その契約内容の概要は、次のとおりであります。

・当社と監査受嘱者との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は

法令が規定する最低責任限度額であります。

・上記の責任限定が認められるのは、当該監査受嘱者が契約の履行について悪意又は重大な

過失がないときに限るものといたします。
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Ⅵ. 会社の体制及び方針
1. 業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」につき

まして、定期的かつ必要に応じた見直しを行い、取締役会において決議しております。

　その概要は以下のとおりであります。

（1）取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ）の職務執行が法令・定款に適合

する事を確保するための体制

ⅰ. 代表取締役は、当社の企業理念に基づいた企業運営を推進し、行動規範を確立すると

ともに率先して当社及びグループ会社に周知徹底を図る。

ⅱ. 執行役員は、取締役会で定められた経営機構及び執行役員の職務分掌に基づいて業務

及び職務執行を行うとともに、一定の重要な意思決定を行う稟議等については、管理

関係担当役員が事前にその適法性を検証し適切性を確保する。

ⅲ. 取締役会については、取締役会規定を定め、適切な運営を確保し、原則月１回、その

他必要に応じて随時開催し、取締役間の意思の疎通を図るとともに、相互に業務執行

を監督し、法令・定款違反を防止する。

（2）取締役の職務執行に係る情報の保存、管理に関する体制

ⅰ. 経営企画担当執行役員は、取締役会議事録、稟議決裁書その他その職務執行に係る情

報を、「文書等保管・管理要領」の定めに従い管理する。

ⅱ. 経営企画担当執行役員は、クラウドサービスを可能な範囲で活用し、各取締役が閲覧

できるよう整備・保存する。

ⅲ. 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理基準」に基づき、情報システ

ム全般の責任体制を明確化し、情報漏えい等のリスクに対応するため「情報セキュリ

ティ遵守事項」を別途定め、具体的施策を実施する。

（3）損失の危険管理に関する規定の整備と体制

ⅰ. 「高島グループリスクマネジメント方針」に基づき、社長執行役員をリスクマネジメ

ント最高責任者として、リスク管理を行う。

ⅱ. 経営戦略リスクについては、取締役会の責任で検討・対応決定を行う。

ⅲ. 業務継続リスクについては、リスク管理委員会規定に基づき、経営管理本部長を委員

長とする「リスク管理委員会」を開催して定期的にリスクの見直し・検討を行い、社

長執行役員に提言を行うことにより、総合的なリスク管理を推進する。

ⅳ. 経営企画担当役員が当社及びグループ会社の規定の整備を行い、取締役全員がリスク

管理に責任を持って対処する。

ⅴ. 地震、洪水、火災、事故等により重大な損失を被るリスクについては、「事業継続計

画基本規定」の取決めにより人命保護・救助を優先するとともに、社会的責任と会社

の信用維持、営業に及ぼす影響等を勘案し、誠意を持って対応する。

ⅵ. 基幹ＩＴシステムが機能しないことにより重大な損失を被るリスクについては、バッ

クアップシステムを常に見直すとともに適切なセキュリティ対策を講じて対応する。

ⅶ. 顧客対応リスクについては、事業担当執行役員がリスクの見直し・検討を行い、必要

な対策を策定し、「業務分掌別責任・権限規定」に基づく手続を行った上で責任を持

って対処する。
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ⅷ. 経営目的の達成を阻害するさまざまな社内外の影響によるリスクについては、「業務

分掌別責任・権限一覧表」に定められた決裁者が合議責任者の意見を聞き複合的に判

断し、申請事項については、申請書・稟議書による決裁手続を行った上で責任を持っ

て対処する。

ⅸ. 予想されるリスクについては、担当取締役が経営管理部門と連携をとり、常に監視を

しながら異常値を早期に把握・解決して損失発生の未然防止に当る。

ⅹ. 重大な問題が発生した場合は、リスク管理委員会規定に基づき「緊急リスク管理委員

会」を開催し、その全容と真の原因を早期に徹底究明し、適正に問題解決に当るとと

もに、実効性のある再発防止策を策定する。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ. 「業務分掌別責任・権限規定」に基づいて責任と権限を明確にし、職務については

「役割分担表」に明示し、効率的な職務遂行がとれる体制をとる。

ⅱ. 目標の明確な付与、採算の徹底を図るために当社及びグループ会社の基本方針並びに

組織単位の目標値を月別・四半期別・年度単位に策定し業績を管理する。

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ. 当社及びグループ会社に従事するすべての者が法令及び定款を遵守し、円滑な企業運

営を行うために、全取締役は「高島グループコンプライアンスメッセージ」に則した

業務遂行を常に意識し、「コンプライアンス基本規定」「コンプライアンス行動基

準」「独占禁止法コンプライアンス宣言」を率先して遵守するとともに「コンプライ

アンス基本方針」のグループ会社全体への普及に取り組む。

ⅱ. 「コンプライアンスプログラム」を策定し、社員に定期的な研修を行うことで、関連

法規等の啓発を行うとともに、コンプライアンス意識向上を促進する。

ⅲ. 内部監査部門はその独立性・専門性を保つとともに、社長直轄の組織としてその指

示・命令に従うと同時に、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係

る監査等委員会監査の実施基準」に基づき、監査等委員及び監査等委員会による指

示・命令に従い緊密に連携する。（デュアルレポーティングライン体制）

ⅳ.不適合な事実があった場合又は社内通報制度により通報があった場合は、経営管理本

部長を中心とした社内調査、又は監査等委員会による調査を実施し、必要に応じコン

プライアンス委員会で審議する等適切な処置をとる。

ⅴ.当社の監査等委員会は当社グループのコンプライアンス体制及び社内通報制度の運用

に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることが

できる。

（6）当社と子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ. 業務プロセスを規定化し、規定に基づく業務遂行を行うことで業務の適正を確保す

る。

ⅱ. 子会社等の運営については、グループ基本方針の下で、経営企画担当役員が総括管理

を行い、各子会社の自主性を尊重しながら「関係会社育成・管理規定」に従ってそれ

ぞれの担当役員が個別に管理し、定期的な連絡会議を開催してグループの連携や統一

化を図り、業務の適正を確保する。
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ⅲ. 環境保全活動を重要課題と位置づけて、国内グループ会社を含めた各事業所でＩＳＯ

認証取得を行い環境管理委員会を設置し環境負荷の低減活動を推進する。

ⅳ. 反社会的勢力への対応については、「コンプライアンス基本方針」に行動スローガン

として掲げ、反社会的勢力との関係遮断・排除を行い一切の関係をもたず、毅然とし

た態度をとる。その実効性を確保するために「地域特殊暴力防止協議会」に加入して

業務の適正を確保する。

ⅴ. 財務報告に係る内部統制の構築・評価に関する基本方針を制定し適時適正な財務報告

を遵守するとともに定期的又は、必要に応じて内部監査部門による監査を実施し業務

の適正を確保する。

ⅵ. 取締役はグループ会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項

を発見したときは、取締役会及び監査等委員会に報告する。

ⅶ. グループ会社の内部統制強化のために、重要なリスクに対する決定を当社の事前承認

の上でグループ会社が決定するよう、及び重要な事項に関する相談・報告が事前に当

社になされるよう、「関係会社統制基準」に基づきグループ会社並びに当社の「業務

分掌別責任・権限一覧表」に親会社決裁条項を明確に規定するとともに、必要な規定

の整備を行う。

ⅷ. 経理、システム、法務、人事、与信管理についてグループ会社へのガバナンスを強化

するために、必要なグループ会社に対しては当社担当部門が機能補完を行い、日常業

務における統制管理を行う。

ⅸ. 監査等委員会はグループ会社の監査役と連絡を密にし、必要に応じてグループ監査役

及び監査等委員からなる連絡会議を開催し、グループ会社の状況について報告を受け

るものとする。

（7）監査等委員会の補助使用人等及びその独立性、指示の実効性の確保に関する体制

ⅰ. 監査等委員会の下に監査等委員会事務局を設置し、監査等委員職務遂行補佐員を配置

するものとする。

ⅱ. 補助使用人等の選任に際し会社は監査等委員会と協議しこれを決定するものとする。

補助使用人等としての業務に関する評価は、監査等委員会の長が行う。補助使用人が

他部署等と兼任しいずれの業務も行う場合、総合的な評価は他部署等の業務の評価と

補助使用人等としての評価を合わせ、監査等委員会の長の同意を得て決定する。

ⅲ. 補助使用人等に対する指揮命令は監査等委員が行うものとし、監査等委員以外の取締

役その他使用人の指揮命令は受けないものとする。

ⅳ. 補助使用人等がその業務に従事していること、またはその業務内容を理由に、補助使

用人等に対して不当な評価をしてはならない。

（8）取締役、使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告

に関する体制

ⅰ. 取締役が会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実に気づいた時は、適切に対応する

とともに監査等委員会に報告する。

ⅱ. 経営会議などで決議された事項、業務監査状況、リスク管理に関する重要な事項及び

社内通報など、監査に必要かつ適切な情報を特定取締役が速やかに監査等委員会へ報

告する。
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ⅲ. グループ会社の監査役は、役員及び使用人から会社に著しい損害を及ぼす恐れのある

事実についての報告を受けた時は、適切に対応するとともに、監査等委員会に対して

報告を行うこととする。

（9）監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを

受けないことを確保するための体制

ⅰ. 監査等委員会に対して、(8)の報告を行った者について、当該報告をしたことを理由

として不利な取り扱いを行うことを禁止する。

（10）監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

ⅰ. 監査等委員は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払い又は償

還を受けることができる。

ⅱ. 監査等委員は、必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合、当該費用を会社に請

求する権利を有する。

（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ. 特定取締役及び内部監査部門は監査等委員会との連携を密にとり、効率的な監査等委

員会監査が行われるよう体制を整備する。また監査等委員会は、内部監査部門より内

部統制システムの構築・運用状況について定期的かつ随時報告を受け、必要に応じ説

明を求めることができる。

ⅱ. 代表取締役は、監査等委員会と定期的に連絡会合を持ち監査等委員会が必要な情報を

得られるよう配慮する。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記の「業務の適正を確保するための体制」につきまして、以下のとおり運用し
ております。
(1) コンプライアンス
　コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、策定した「コンプライア
ンスプログラム」の推進、見直しの実施を行うとともに、グループ役職員を対象とした研
修の実施や内部通報制度によるコンプライアンスの実効性向上に努めました。また、定期
的に開催するコンプライアンス委員会、リスク管理委員会において、問題の早期発見と改
善措置を実施しております。
(2) リスク管理
　毎月当社グループ全拠点からの報告をもとにリスクのレビューを行い、企業報告に重大
な影響を与えるリスクの選定と必要な対策について検討し、コンプライアンス委員会、リ
スク管理委員会において情報の共有を行いました。
(3) 財務報告に係る内部統制
　財務報告に係る内部統制に関して、内部統制評価を実施いたしました。
(4) 内部監査体制
　当社の内部監査統括部門が監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施いたしま
した。
(5) 監査等委員会監査体制
　常勤監査等委員が監査計画に基づき、当社グループの監査を実施いたしました。また、
監査等委員会（当期中に14回開催）のほか、内部監査部門及び会計監査人とも監査結果の
報告等定期的に打ち合わせを行い、相互連携を図りました。
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3. 株式会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ
いては、特に定めておりません。

4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は「戦略的投資を伴う持続的成長企業」を目指し、成長投資を拡大させる一方で、資
本効率性を意識し、株主還元を実施することを基本方針としています。
　具体的には、中期経営計画サステナＶ（バリュー）において、連結配当性向40％以上の配
当を毎期行い、総還元性向50％を目標に機動的な自己株式の取得・消却を実施することとし
ておりましたが、ROE８％以上の達成に向けて資本効率性のさらなる向上が必要であるとい
う認識のもと、サステナＶ（バリュー）の最終年度までの２年間（2025年３月期及び2026年
３月期）の限定措置として、配当性向80％以上、総還元性向100％と変更いたしました。ま
た、株主の皆様への安定的な還元を念頭に、総還元額の下限を５億円としています。
　当期におきましては、１株当たり86円の配当（うち中間配当40円、期末配当46円）を予定
しており、親会社株主に帰属する当期純利益1,566百万円を基準とした場合、連結配当性向
は94.1％となります。
　また、2025年３月度に取得終了している自己株式99百万円と合わせ、総還元性向は
100.2％となります。
　2026年３月期におきましては、１株当たり90円の年間配当を実施することとし、業績予想
に基づく連結配当性向は81.2％となります。

20 20

60

2019年
３月期

2023年
３月期

42.5

2022年
３月期

32.5

2021年
３月期

15

2020年
３月期

2024年
３月期

86

2025年
３月期

90

2026年
３月期
（予想）

32.0％

27.0％

45.1％ 47.9％

29.1％

22.0％

94.1％

81.2％

（単位：円）

※2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しており、2023年度以前の1株当たり配当額は、株式分割後の金額で表示しております。

　2025年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行います。2026年3月期の1株当たり配当額は、当該株式分割前の金額で表示しております。

年間配当の推移

１株当たり普通配当金

連結配当性向

１株当たり特別配当金
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科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

契 約 資 産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 成 工 事 支 出 金

前 渡 金

前 払 費 用

未 収 入 金

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

の れ ん

顧 客 関 連 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 営 業 債 権

退 職 給 付 に 係 る 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

41,351

9,080

1,216

14,758

3,541

2,675

5,289

135

1,330

112

894

92

888

1,109

231

△6

18,693

6,446

1,713

2,173

178

1,935

445

6,825

5,874

314

636

5,421

2,567

591

71

372

173

1,751

△106
　

流 動 負 債 27,808

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 13,454

電 子 記 録 債 務 4,213

短 期 借 入 金 4,880

契 約 負 債 1,107

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 225

１年内返済予定の長期借入金 1,326

未 払 費 用 823

未 払 法 人 税 等 349

未 払 消 費 税 等 161

賞 与 引 当 金 721

役 員 賞 与 引 当 金 38

そ の 他 509

固 定 負 債 8,311

社 債 500

長 期 借 入 金 5,162

繰 延 税 金 負 債 523

再評価に係る繰延税金負債 14

退 職 給 付 に 係 る 負 債 74

そ の 他 2,036

負 債 合 計 36,120

純 資 産 の 部

株 主 資 本 21,540

資 本 金 3,801

資 本 剰 余 金 950

利 益 剰 余 金 17,044

自 己 株 式 △255

その他の包括利益累計額 2,383

その他有価証券評価差額金 671

土 地 再 評 価 差 額 金 32

為 替 換 算 調 整 勘 定 1,687

退職給付に係る調整累計額 △7

純 資 産 合 計 23,924

資 産 合 計 60,044 負 債 ・ 純 資 産 合 計 60,044

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

(単位：百万円)
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連結損益計算書

科 目 金 額

売 上 高 94,503

売 上 原 価 81,471

売 上 総 利 益 13,032

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,903

営 業 利 益 2,129

営 業 外 収 益 328

受 取 利 息 73

受 取 配 当 金 119

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 6

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 8

雑 収 入 120

営 業 外 費 用 432

支 払 利 息 103

為 替 差 損 249

雑 支 出 79

経 常 利 益 2,024

特 別 利 益 418

固 定 資 産 売 却 益 22

関 係 会 社 株 式 売 却 益 14

投 資 有 価 証 券 売 却 益 381

特 別 損 失 22

固 定 資 産 除 却 損 8

退 職 給 付 制 度 終 了 損 13

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,420

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 537

法 人 税 等 調 整 額 316

当 期 純 利 益 1,566

親会社株主に帰属する当期純利益 1,566

連 結 損 益 計 算 書
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

(単位：百万円)
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連結株主資本等変動計算書

株　　　主　　　資　　　本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2024年４月１日残高 3,801 1,553 16,898 △603 21,649

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,377 △1,377

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,566 1,566

自 己 株 式 の 取 得 △341 △341

自 己 株 式 の 処 分 △9 53 43

自 己 株 式 の 消 却 △637 637 －

利益剰余金から資本
剰 余 金 へ の 振 替

43 △43 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－

当 期 変 動 額 合 計 － △602 145 348 △108

2025年３月31日残高 3,801 950 17,044 △255 21,540

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る調整
累計額

その他の包括
利益累計額合計

2024年４月１日残高 867 32 931 98 1,929 23,578

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,377

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,566

自 己 株 式 の 取 得 △341

自 己 株 式 の 処 分 43

自 己 株 式 の 消 却 －

利益剰余金から資本
剰 余 金 へ の 振 替

－

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△196 756 △106 454 454

当 期 変 動 額 合 計 △196 － 756 △106 454 345

2025年３月31日残高 671 32 1,687 △7 2,383 23,924

連結株主資本等変動計算書
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

(単位：百万円)
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

契 約 資 産

商 品

前 渡 金

前 払 費 用

関 係 会 社 預 け 金

未 収 入 金

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

施 設 利 用 権 等

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

従 業 員 長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

前 払 年 金 費 用

長 期 営 業 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

22,439

2,288

633

6,942

1,675

1,756

1,757

126

43

4,243

1,728

1,095

156

△7

19,076

439

106

0

62

62

194

12

556

437

110

8

18,080

2,370

13,289

550

1

1,421

375

59

63

△51
　

流 動 負 債 20,308

買 掛 金 9,275

電 子 記 録 債 務 3,880

契 約 負 債 652

短 期 借 入 金 4,300

１年内返済予定の長期借入金 400

関 係 会 社 預 り 金 926

未 払 金 89

未 払 費 用 307

未 払 法 人 税 等 4

リ ー ス 債 務 2

預 り 金 37

賞 与 引 当 金 383

役 員 賞 与 引 当 金 35

そ の 他 12

固 定 負 債 3,948

長 期 借 入 金 2,300

長 期 リ ー ス 債 務 11

預 り 保 証 金 1,378

繰 延 税 金 負 債 236

再評価に係る繰延税金負債 3

そ の 他 18

負 債 合 計 24,256

純 資 産 の 部

株 主 資 本 16,731

資 本 金 3,801

資 本 剰 余 金 950

資 本 準 備 金 950

利 益 剰 余 金 12,234

そ の 他 利 益 剰 余 金 12,234

別 途 積 立 金 700

繰 越 利 益 剰 余 金 11,534

自 己 株 式 △255

評価・換算差額等 528

その他有価証券評価差額金 671

土 地 再 評 価 差 額 金 △142

純 資 産 合 計 17,260

資 産 合 計 41,516 負 債 ・ 純 資 産 合 計 41,516

貸　借　対　照　表
（2025年３月31日現在）

(単位：百万円)

－ 36 －



2025/05/27 10:43:10 / 24179374_高島株式会社_招集通知_電子提供措置用

損益計算書

科 目 金 額

売 上 高 51,893

売 上 原 価 46,690

売 上 総 利 益 5,203

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,656

営 業 利 益 546

営 業 外 収 益 431

受 取 利 息 67

受 取 配 当 金 275

雑 収 入 88

営 業 外 費 用 96

支 払 利 息 49

為 替 差 損 0

債 権 譲 渡 手 数 料 11

雑 支 出 32

経 常 利 益 881

特 別 利 益 421

有 価 証 券 売 却 益 381

関 係 会 社 売 却 益 39

税 引 前 当 期 純 利 益 1,303

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 36

法 人 税 等 調 整 額 324

当 期 純 利 益 942

損　益　計　算　書
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

(単位：百万円)

－ 37 －



2025/05/27 10:43:10 / 24179374_高島株式会社_招集通知_電子提供措置用

株主資本等変動計算書

株　　　主　　　資　　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資　本

準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

2024年４月１日残高 3,801 950 602 1,553 700 12,013 12,713 △603 17,463

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,377 △1,377 △1,377

当 期 純 利 益 942 942 942

自 己 株 式 の 取 得 △341 △341

自 己 株 式 の 処 分 △9 △9 53 43

自 己 株 式 の 消 却 △637 △637 637 －

利益剰余金から資本
剰 余 金 へ の 振 替

43 43 △43 △43 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－

当 期 変 動 額 合 計 － － △602 △602 － △478 △478 348 △732

2025年３月31日残高 3,801 950 － 950 700 11,534 12,234 △255 16,731

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2024年４月１日残高 876 △142 734 18,198

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,377

当 期 純 利 益 942

自 己 株 式 の 取 得 △341

自 己 株 式 の 処 分 43

自 己 株 式 の 消 却 －

利益剰余金から資本
剰 余 金 へ の 振 替

－

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△205 △205 △205

当 期 変 動 額 合 計 △205 － △205 △937

2025年３月31日残高 671 △142 528 17,260

株主資本等変動計算書
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

(単位：百万円)
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年５月21日

高　島　株　式　会　社
取　 締　 役　 会　　御　中

有 限 責 任　あ ず さ 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 猪 俣 雅 弘

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中 島 悠 史

　監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、高島株式会社の2024年４月１日から2025年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、高島株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監

査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお

ける取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか

検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注

意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 39 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又

は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ

ると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告

書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の

注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。

監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結

計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監

査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す

る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応

策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合

はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年５月21日

高　島　株　式　会　社
取　 締　 役　 会　　御　中

有 限 責 任　あ ず さ 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 猪 俣 雅 弘

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中 島 悠 史

　監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、高島株式会社の2024年４月１日から2025年

３月31日までの第137期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ

の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお

ける取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討

すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を

払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判

断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を

検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書

において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事

項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続

企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類

等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応

策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合

はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第137期事業年度の取締役の職務の執行に

ついて監査いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並

びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築

及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の

方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議

に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲

げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を

行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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監査等委員会の監査報告書

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①　　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。

②　　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。

③　　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら

れません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月22日

高 島 株 式 会 社　監査等委員会

常勤監査等委員（社外取締役） 宇 治 田 明 史㊞

　　監査等委員（社外取締役） 桃 崎 有 治㊞

　　監査等委員（社外取締役） 篠 連㊞

　　監査等委員（社外取締役） 青 木 　 寧㊞

　　監査等委員（社外取締役） 坂 本 修 一㊞

　

以　上
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定款一部変更議案

現行定款 変更案

第２条（目的）

当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。

１.～３.　（条文省略）

４．土木建築請負およびその設計、施工修理

業

５.～９.　（条文省略）

（新設）

（新設）

第２条（目的）

（現行どおり）

１.～３.　　　 （現行どおり）

４．建設・建築・土木工事の請負、設計、施

工、監理、並びにコンサルティング

５.～９.　　　 （現行どおり）

10.発電事業の運営および管理

11．再生可能エネルギー事業の企画開発、運

営、コンサルティング

10．以上に附帯または関連する一切の業務 12．以上に附帯または関連する一切の業務

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業領域の拡大に対応す

るため、当社定款第２条（目的）の事業目的を変更するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

264,074株
在任年数

23年
取締役会出席状況

14/14回
　

候補者番号

1
た か

高
 

 
し ま

島
 

　
こ う

幸
 

 
い ち

一 男 性

（1952年８月８日生）

　

再 任

　

　
［略歴、当社における地位及び担当］

1978年２月 プロクター・アンド・ギャ

ンブル日本法人入社

2000年７月 プロクター・アンド・ギャ

ンブル・ファー・イース

ト・インク エクスターナ

ル・リレーションズディレ

クター

2002年６月 当社入社

2002年６月 取締役副社長

2003年６月 代表取締役副社長

2004年６月 代表取締役社長

2016年４月 代表取締役社長 兼 産業ソ

リューション事業本部長

2016年６月 代表取締役社長 兼 社長執

行役員 兼 産業ソリューシ

ョン事業本部長

2018年４月 代表取締役社長 兼 社長執

行役員（現任）

　

取締役候補者とした理由

高島幸一氏は、国際・国内マーケティング、営業部門等の業務経験を経て、当社に

2002年に入社し、経営的立場での豊富な経験を有しております。2004年以来当社の

代表取締役社長として、グループ経営を統括する立場で、積極的に活動を行い、当

社の企業価値向上に貢献しております。かかる実績を踏まえ、引き続き当社の取締

役として、同氏の経験等を業務執行や経営の監督に活用していただくことが期待で

きるものと判断しております。

　

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議

案において同じ。）３名が任期満了となります。また、取締役鈴木隆博氏が昨年９月19日付で辞

任により退任いたしました。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。な

お、本議案に関しましては、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見

を得ております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

113,353株
在任年数

13年
取締役会出席状況

14/14回
　

候補者番号

2
ご

後
 

 
と う

藤
 

　
と し

俊
 

 
お

夫 男 性

（1959年12月12日生）

　

再 任

　

　
［略歴、当社における地位及び担当］

1983年４月 当社入社

1997年10月 当社経営企画室付課長 兼 

iTak (International) Lim

ited 代表取締役社長

2003年４月 当社電子ディバイス担当デ

ィレクター 兼 iTak (Inte

rnational) Limited 代表

取締役社長

2009年４月 iTak (International) Lim

ited 代表取締役社長

2012年６月 当社取締役 兼 iTak (Inte

rnational) Limited 代表

取締役社長

2016年６月 当社取締役 兼 グループ執

行役員

iTak (International) Lim

ited 代表取締役社長

2018年４月 当社取締役 兼 常務グルー

プ執行役員

iTak (International) Lim

ited 代表取締役社長

2020年４月 取締役 兼 常務グループ執

行役員デバイスソリューシ

ョン事業本部長 兼 iTak 

(International) Limited 

代表取締役社長

2021年４月 取締役 兼 常務執行役員電

子・デバイス事業本部長 

兼 iTak (International) 

Limited 代表取締役社長

2023年４月 取締役 兼 専務執行役員電

子・デバイス事業本部長 

兼 iTak (International) 

Limited 代表取締役社長

2024年４月 取締役 兼 専務執行役員電

子・デバイス事業本部長 

兼 iTak (International) 

Limited 代表取締役社長 

兼 高島インダストリーズ

株式会社取締役（現任）

　

取締役候補者とした理由

後藤俊夫氏は、国際営業部門での業務経験を経て、経営的立場で豊富な経験を有し

ております。2012年以来当社取締役として、電子・デバイス事業を統括する立場

で、国際的事業展開の推進等で、当社の企業価値向上に貢献しております。かかる

実績を踏まえ、引き続き当社の取締役として、同氏の経験等を業務執行や経営の監

督に活用していただくことが期待できるものと判断しております。
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

34,009株
在任年数

7年
取締役会出席状況

14/14回
　

候補者番号

3
や ま

山
 

 
も と

本
 

　
 

　
 

 
あきら

明 男 性

（1963年２月９日生）

　

再 任

　

　
［略歴、当社における地位及び担当］

1987年４月 株式会社大阪東通（現株式

会社関西東通）入社

1991年10月 丸紅合樹製品株式会社（現

丸紅プラックス株式会社）

入社

2010年２月 当社入社　建材事業本部

特販推進大阪ビジネスユニ

ットマネージャー

2011年４月 建材事業本部中国営業所長

2013年４月 建材事業本部西日本統括部

副統括部長

2014年４月 建材事業本部東日本統括部

長

2016年６月 東建エンジニアリング株式

会社監査役（現任）

2017年４月 執行役員建材ソリューショ

ン事業本部

東日本統括部長

2018年４月 執行役員建材ソリューショ

ン事業本部副本部長 兼 東

日本統括部長

2018年６月 取締役 兼 執行役員建材ソ

リューション事業本部副本

部長 兼 東日本統括部長

2020年４月 取締役 兼 執行役員建材ソ

リューション事業本部長

2021年４月 取締役 兼 常務執行役員建

材事業本部長

2024年４月 取締役 兼 専務執行役員建

材事業本部長（現任）

　

取締役候補者とした理由

山本明氏は、営業部門での業務経験を経て、経営的立場での豊富な経験を有してお

ります。2017年より当社執行役員として、建材事業の最重要分野を統括する立場

で、積極的に活動を行い、2018年からは、当社取締役として、引き続き建材事業の

最重要分野を統括する立場として、2020年4月からは建材事業全体を統括する立場

として、当社の企業価値向上に貢献しております。かかる実績を踏まえ、引き続き

当社の取締役として、同氏の経験等を業務執行や経営の監督に活用していただくこ

とが期待できるものと判断しております。
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

0株
在任年数

－ 年
取締役会出席状況

－ 回
　

候補者番号

4
か わ い

河 合
 

　
じゅん

順 
こ

子 女 性

（1974年12月10日生）

　

新 任

社 外
独 立

　
　
［略歴、当社における地位及び担当］

2002年11月 司法試験合格

2004年10月 弁護士登録（大阪弁護士

会）

2004年10月 梅ヶ枝中央法律事務所入所

（現弁護士法人梅ヶ枝中央

法律事務所）

2008年３月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律

事務所パートナー弁護士

（現任）

2010年５月 デューク大学ロースクール

修士課程（LL.M）修了

2010年８月 マスダ・フナイ・アイファ

ードミッチェル法律事務所

（シカゴ）勤務

2011年７月 ニューヨーク州弁護士登録

2011年12月 君合法律事務所（北京）勤

務

2013年６月 北京大学ロースクール修士

課程修了

2016年４月 株式会社鎌倉新書社外取締

役監査等委員（現任）

2021年10月 株式会社マツキヨココカラ

＆カンパニー 社外取締役

（現任）

2023年４月 MIC株式会社 社外監査役

（現任）

　

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

河合順子氏は、弁護士として企業法務、コンプライアンス分野での豊富
な経験や専門的知見を有しております。企業が果たすべき責任に対する
要求が年々高まるなかで、同氏には、当該知見を活かし独立した客観的
な立場から実効性の高い経営の監督等を行っていただくことを期待しま
す。なお、同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与した経験はあり
ませんが、上記の理由により社外取締役の職務を適切に遂行できるもの
と判断しております。
　

（注）１．河合順子氏は、社外取締役候補者であります。
２．候補者河合順子氏は弁護士梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に

法律事務等に関する取引関係があります。その他の候補者と当社の間には特別の利害関係はありませ
ん。

３．候補者河合順子氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第４２７条第１項の規定に基づき、
同法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額といたします。

４．当社は、当社取締役を被保険者として、会社法第４３０条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保
険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとして
おります。全ての取締役候補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者
となる予定です。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

５．候補者河合順子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承
認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、同氏は、弁護
士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所に法律事務等を委任しており
ますが、同事務所に対する委託金額は２百万円未満、法律事務委託関係費用に占める割合は１０％未満
であるため、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

６．各候補者の所有する当社の株式数には、高島役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
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取締役選任議案

役職名 企業経営
営業

事業開発

財務

ファイナン

ス

Ｍ＆Ａ

マーケティ

ング

企画・IR

ＩＴ

デジタル

人財

労務

組織開発

法務

リスクマネ

ジメント

監査

グローバ

ル経験

製造

技術

研究開発

高島　幸一 男性
代表取締役社長

社長執行役員
● ● ● ●

後藤　俊夫 男性
取締役

専務執行役員
● ● ● ●

山本　明 男性
取締役

専務執行役員
● ●

河合　順子 女性 社外取締役 ● ●

宇治田　明史 男性
社外取締役

(常勤監査等委員)
● ● ● ●

桃崎　有治 男性
社外取締役

(監査等委員)
● ● ● ● ● ●

篠　連 女性
社外取締役

(監査等委員)
●

青木　寧 男性
社外取締役

(監査等委員)
● ● ● ●

坂本　修一 男性
社外取締役

(監査等委員)
● ● ● ● ● ● ●

ご参考　取締役のスキルマトリックス

　当社の取締役会が備えるべき分野（経験・知見・能力）とそれぞれの取締役が特に専門性を発

揮できる分野を一覧化したスキルマトリックスは次のとおりです。

第２号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役のスキルマトリックスは以下のとお

りになります。

なお、役職は本定時株主総会後の取締役会をもって正式に決定する予定です。

以上
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株主メモ

事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年６月下旬

基 準 日 定時株主総会・期末配当 毎年３月31日

中間配当 毎年９月30日

その他必要あるときは、あらかじめ公告して基準日

を定めます。

株主名簿管理人及び 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先 〒168－0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社

証券代行部

( 電 話 照 会 先 ) 電話　0120－782－031（フリーダイヤル）

１ 単 元 の 株 式 の 数 100株

ホームページアドレス https://www.tak.co.jp/ja/index.html

株　主　メ　モ

●住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関

である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

●未払配当金の支払について

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
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地図

地下鉄

半蔵門線・東西線・都営新宿線 九段下駅 ５番出口より 徒歩　５分

半蔵門線・都営新宿線・都営三田線 神保町駅 Ａ２番出口より 徒歩　２分

※前回の会場から「ベルサール神保町アネックス」に変更になっております。

　近隣には「ベルサール神保町」もございますので、ご来場の際にはお間違えのないようにご注意くだ

さい。

<株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図>

会場　東京都千代田区神田神保町二丁目36番１号

住友不動産千代田ファーストウイング１階

ベルサール神保町アネックス

Ａ２

Ａ２

Ａ５

７

５

東口 至御茶ノ水

JR中央・総武線

外堀通り

靖国通り

首都高速

JR水道橋駅

九段下駅
神保町駅

水
道
橋
駅

西
口

飯
田
橋
駅 都

営
三
田
線

東
西
線

目
白
通
りホ

テ
ル

グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ス

東京ドーム

ホテル
メトロポリタン
エドモント ベルサール神保町

アネックス
(住友不動産千代田ファーストウイング１Ｆ)

白山通り

日本大学経済学部
３号館

ヴィラフォンテーヌ
九段下

水道橋西通り

専大通りベルサール
九段

西神田ランプ

専修大学
三菱
UFJ銀行

みずほ
銀行

都営新宿線

半蔵門線

北の丸スクエア

りそな銀行

◎交通機関のご案内

ＪＲ線：中央・総武線（各駅停車） …… 水道橋駅　　　西口出口より　　徒歩　８分


